
別表４（第７条関係） 

高崎市パブリックコメント意見提出様式（参考様式） 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域（案）に関する意見・提言 

氏名（必ず記載してください） 年齢 

          歳 

住所（必ず記載してください） 電話番号 

        －    － 

提出期限  令和６年１０月２４日（木） 

意見等の問い合わせ先、提出方法等 

（１）問い合わせ先  高崎市建設部開発指導課 電話：０２７-３２１-１３５６

（２）提出方法  次のいずれかの方法により提出してください。 

 ・郵送：〒３７０-８５０１ 高崎市高松町３５-１ 高崎市役所 建設部開発指導課 宛 

 ・ファックス：０２７-３２３-５２９６

 ・電子メール：kaihatsu-shidou@city.takasaki.gunma.jp 

 ・直接持参：開発指導課（市役所１１階）または各支所建設課（倉渕支所は農林建設課） 

◇意見募集結果の公表の際には、ご意見以外の内容（住所・氏名等）は公表いたしません。 

意見・提言の内容 


